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株式会社アサイアン人権方針 

 

私たちは、スマートフォンやタブレットなどの補償、修理、カスタマーエンゲージメントサ

ポートを通じてお客さまのモバイルライフをより豊かにするために、さまざまなサービス

を提供しています。「安心をあたりまえに、未来をもっとかんたんに。」を使命とし、社会イ

ンフラを支える者として、社会課題の解決に取り組んでいます。 

私たちは、人権尊重が重要な社会的責任であることを認識し、その責任を果たすべく、

「Asurion Way」（別表）に基づく行動を実践することで、社会の持続的な成長に貢献するこ

とを約束します。 

私たちは、他者の人権を侵害しないこと、および事業活動を通じて人権への負の影響が実際

に生じた場合または潜在的に生じうる場合は、是正に向けた適切な対処を行うことにより、

人権尊重の責任を果たします。 

また、サプライヤーやビジネスパートナーにより引き起こされた人権への負の影響が、株式

会社アサイアンの事業・サービス・商品に直接つながっている場合、私たちは、当該関係者

に対し、人権を侵害しないよう求めます。 

株式会社アサイアンの人権方針（以下、本方針）は、企業理念に基づき、すべてのステーク

ホルダーに対する責任を果たすため、人権尊重の取り組みを明確にするものです。 

 

1. 国際規範や法令の遵守 

私たちは、国連グローバル・コンパクトの理念を尊重する企業として、「国際人権章典」、国

際労働機関（ILO）「労働の基本原則および権利に関する宣言」、「子どもの権利とビジネス

原則」などの人権に関する国際規範を尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指

導原則」を参考にして本方針を策定し、人権尊重の取り組みを推進します。 

私たちは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際

的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合は、人権に関する国際規範

を最大限尊重するための方法を追求します。 

 

2. 人権方針の適用範囲 

本方針は、株式会社アサイアンの全役員・全従業員（正社員、契約社員、派遣社員を含む）

に適用されます。また、私たちは、サプライヤーやビジネスパートナーに対しても、人権に

関する国際規範を参考にし、人権を侵害しないよう求めます。 

 

3. 人権に関するガバナンス 

私たちは、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、人権に関する
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活動方針の策定、推進体制の整備・見直し、目標に対する進捗の確認等を実施します。 

 

4. 人権デューデリジェンスの継続的な実施 

私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を参考にした人権デューデリジェンス

の仕組みを構築し、継続的に実行します。 

 

5. 是正・救済 

私たちは、株式会社アサイアンの事業活動により、人権に負の影響を引き起こしたり助長し

たりすることが明らかになった場合には、適切な手段を通じてその是正に取り組みます。 

また、実効性のある救済措置として、社内外のステークホルダーが利用可能な通報窓口を設

置し、運営します。窓口への通報者に対して、匿名性・秘匿性を担保し、通報したことで不

利益が生じないよう保護することを約束します。 

 

6. ステークホルダーとの対話・協議 

私たちは、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステー

クホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組み向上と改善に努めます。

また、対話・協議の結果を踏まえ、定期的に重要人権課題を含めた本方針の見直しに向けて

検討します。 

 

 

株式会社アサイアン 代表取締役社長 丹羽啓晋 

2025 年 12 月 1 日 
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